
33.　5.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

６月の お気軽に　  無 料 相 談
相談内容 相談日 時間 会場 相談員 問い合わせ先

耐震相談
※電話相談 １１日（金）午後 ２時〜４時

今回は電話での相談
のみとなります。

東久留米建築
設計協会会員

同協会事務局・
桑原建築設計事
務所
☎４７６・１５１５

教育相談
※電話相談も可。

火曜〜　
� 土曜日

午前１０時〜
午後 ５時
（滝山のみ
水曜日は
６時まで）

中央相談室
（成美教育文化会館内
教育センター） 教育相談員

中央相談室
☎４７３・３６６７

月曜〜　
� 金曜日

滝山相談室
（西部地域センター内）

滝山相談室
☎４７５・８９０９

母子・父子相談 開庁日 午前 ８時半
〜午後 ５時

児童青少年課
（市役所 ２階）

母子・父子
自立支援員

児童青少年課
☎４７０・７７３６

身体障害者相談 １１日（金）
午前１０時〜
正午 市役所 １階相談室

身体障害者
相談員

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

知的障害者相談 ９ 日（水） 知的障害者
相談員

心身障害者（児）
相談 平日 午前 ９時〜

午後 ５時

さいわい
福祉センター

さいわい福祉
センター支援員

同センター
☎４７７・２７１１

職業相談 開庁日 市役所 ２階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員 ※直接会場へ。

住宅増改築相談 １０日（木）午前１０時〜
正午、
午後 １時〜
４時

市役所 １階
屋内ひろば

市住宅増改築
等斡旋事業登
録団体協議会

※直接会場へ。

消費者相談
※電話相談 平日 消費生活

相談員
市消費者
センター
☎４７３・４５０５

行政相談 ６ 月は実施しません。 行政相談委員 生活文化課☎４７０・７７３８
妊婦訪問 希望する方は右記へ

問い合わせください。 ご自宅
助産師・
保健師

健康課
保健サービス係
☎４７７・００２２赤ちゃん訪問

生活困窮者
自立相談 開庁日 午前 ９時〜

午後 ４時
福祉総務課
（市役所 １階） 相談支援員 福祉総務課

☎４７０・７７４１

相談内容・定員 相談員 予約開始日 相談日 時間 会場 問い合わせ先

法律相談
（各日 ８人） 弁護士

５月２７日（木）２日（水）９日（水）午前１０時から 市役所 ２階相談室

各予約開始日
の午前 ８時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

６ 月１０日（木）１６日（水）２３日（水）
不動産・相続・会社の
登記等相談（ ５人）
※電話相談

司法書士
５月２５日（火）２日（水）

午後 １時から

表示登記・土地の
境界等相談（ ４人）

土地家屋
調査士 午前１０時から

市役所 ２階
相談室相続・遺言・成年後見

等手続き相談（ ５人） 行政書士 ６月 ３日（木）９日（水）午後 １時から
税務相談（ ５人） 税理士 ６月 ８日（火）

１６日（水）人権・身の上相談（ ４人）
※電話相談 人権擁護委員 ６月１０日（木） 午後 １時半

から

不動産取引相談（ ５人）宅地建物取引士 ５月２７日（木）３日（木）午後 １時から 市役所 ２階
相談室交通事故相談（ ５人） 弁護士

６月１７日（木）２３日（水）年金・労災・雇用・保険・
人事管理等相談（ ４人）

社会保険
労務士 午前１０時から

女性の悩みごと相談
（各日 ４人）

女性
カウンセラー

５月１９日（水）７日（月）１４日（月）午前１０時半〜
午後 ４時半 市役所 ２階

相談室

各予約開始日
の午前 ９時か
ら電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

６ 月 ２ 日（水）２１日（月）２８日（月）
女性弁護士による
法律相談（ ４人） 女性弁護士 ５月２１日（金）４日（金）午前 ９時半〜午後 ０時半

経営相談 市商工会
経営指導員 前日までに 平日 午前１０時〜

午後 ４時
東久留米市
商工会館

市商工会
☎４７１・７５７７

表　市職員募集の職種・募集人数など

採用時期 職種 試験区分 募集人数

１０月１日
以降採用

一般事務（経験者） Ⅰ類（大学卒程度）
１０人程度一般事務

（経験者〈障害者〉） Ⅰ類（大学卒程度）

保健師 − ３人程度

４年４月１日
以降採用

一般事務 Ⅰ類（大学卒程度）

若干名
一般事務 Ⅱ類（短大卒程度）

一般事務（障害者） Ⅰ類（大学卒程度）

一般事務（障害者） Ⅱ類（短大卒程度）

土木技術 Ⅰ類（大学卒程度）

若干名機械技術 Ⅰ類（大学卒程度）

電気技術 Ⅰ類（大学卒程度）

保健師 − 若干名

児童指導 − 若干名

※複数の職種・試験区分に申し込むことはできません。
※�試験では活字印刷による選考および筆記試験、口述による個別面接試
験などを行います。配慮が必要な方は、申し込み前にご相談ください。
　例：�小さい文字が見えにくいため試験問題を拡大してほしい、車椅子

を使用しているため会場に配慮してほしい、など。

kurum
e.lg.jp

）
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
ご
意
見
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
個
人
情
報
を
除
い
た
上
で
要

約
し
、
後
日
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
の
返
却

や
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

　
詳
し
く
は
防
災
防
犯
課
☎
４
７

０
・
７
７
６
９
へ
。

書
広
報
課
」
と
明
記
し
て
、
表
彰

候
補
者
の
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
善
行
の
内
容
と
、
推
薦
す
る

方
の
住
所・氏
名・電
話
番
号
（
詳

し
い
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

く
た
め
）
を
記
入
の
上
、
〒
２
０

３
−

８
５
５
５
、
市
役
所
秘
書
広

報
課
宛
て
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
（
４

７
０
・
７
８
０
４
）、ま
た
は
電
子

メ
ー
ル
（hishokoho@

city.hig
ashikurum

e.lg.jp

）
で
送
信
を
。

　
詳
し
く
は
同
課
秘
書
係
☎
４
７

０
・
７
７
１
２
へ
。

　
市
で
は
、
元
年
度
か
ら
市
国
民

保
護
協
議
会
で
「
東
久
留
米
市
国

民
保
護
計
画
」
の
改
訂
に
つ
い
て

審
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

た
び
、
同
計
画
の
素
案
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん

か
ら
の
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間
・
場
所
】閉
庁
日
を

除
く
５
月
１８
日
（
火
）
〜
６
月
６

日（
日
）に
、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
１
階
）、
防
災
防
犯
課

（
同
２
階
）、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
、
中
央
・
滝
山
・
ひ
ば
り
が

丘
・
東
部
の
各
図
書
館
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

（
た
だ
し
、
各
施
設
の
閉
庁
日
・

休
館
日
を
除
く
）。

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、
件
名
に
「
東

久
留
米
市
国
民
保
護
計
画
（
素

案
）
へ
の
意
見
」
と
明
記
し
て
、

住
所・氏
名・年
代
（
例
＝
６０
代
）・

ご
意
見
（
書
式
自
由
）
を
記
入
の

上
、
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、
市

役
所
防
災
防
犯
課
宛
て
郵
送
、
直

接
持
参
、フ
ァ
ッ
ク
ス（
４
７
０・

７
８
０
７
）
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル

（bosaibohan@
city.higashi

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
（
全
国
瞬
時
警
報

シ
ス
テ
ム
）
の
全
国
一
斉
伝
達
試

験
が
５
月
１９
日
（
水
）
午
前
１１
時

に
実
施
さ
れ
ま
す
。
防
災
行
政
無

線
か
ら
「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

試
験
で
す
」
と
の
試
験
放
送
が
流

れ
ま
す
。
詳
細
は
国
民
保
護
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
（
内
閣
官
房
）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
（
左
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）。

　
詳
し
く
は
防
災
防
犯
課
☎
４
７

０
・
７
７
６
９
へ
。

　
市
で
は
、
毎
年
１０
月
に
表
彰
式

典
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
式
典
で

は
、
市
の
公
益
の
増
進
や
文
化
の

向
上
に
功
労
の
あ
っ
た
方
や
、
市

民
の
模
範
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
方

に
、
市
表
彰
規
則
に
基
づ
い
て
表

彰
状
・
感
謝
状
の
贈
呈
を
行
い
ま

す
。
皆
さ
ん
の
身
近
に
、
善
行
な

ど
で
市
民
の
模
範
と
な
る
方
や
団

体
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
推
薦
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
推
薦
対
象
の
例
】５
年
以
上
続

け
て
環
境
美
化
活
動
や
慈
善
行
為

を
し
て
い
る
方
や
団
体
▼
自
己
の

危
険
も
顧
み
ず
、
人
命
を
救
助
し

た
方
や
団
体

　
【
推
薦
方
法
】５
月
２８
日（
金
）

ま
で
に
（
必
着
）、「
表
彰
推
薦
秘

　
募
集
職
種
・
募
集
人
数
な
ど
は
、

左
表
の
通
り
で
す
。
そ
の
他
受
験

資
格
な
ど
は
、
募
集
要
項
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
拡
大
状
況
に
よ
り
、
日
程
な
ど

を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
最
新
の
情
報
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
右
下
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
確

認
い
た
だ
く
か
、
職
員
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

取
得
困
難
な
方
に
は
、
土
曜
・
日

曜
日
を
除
く
５
月
１７
日
（
月
）
〜

６
月
１０
日
（
木
）
の
午
前
８
時
半

〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
午
後
５
時

に
、
職
員
課
（
市
役
所
４
階
）
で

も
配
布
し
ま
す
。

　
【
申
込
受
付
期
間
】６
月
１１
日

（
金
）
午
後
１
時
〜
８
時
、
１２
日

（
土
）
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後

１
時
〜
４
時

　
【
申
し
込
み
方
法
】募
集
要
項
に

掲
げ
る
市
所
定
の
受
験
票
・
受
験

申
込
書
な
ど
を
本
人
が
市
役
所
受

付
会
場
（
７
階
７
０
１
会
議
室
）

へ
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
申

込
書
類
は
職
種
ご
と
に
異
な
り
ま

す
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
１
６
へ
。

身
近
な
方
や
団
体
で
善
行
な
ど
を

さ
れ
た
方
を
ご
推
薦
く
だ
さ
い

１0
月
１
日
以
降
と
４
年
４
月
１
日
以
降

に
採
用
す
る
市
職
員
を
募
集
し
ま
す

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉
伝
達
試
験

（
第
１
回
）が
実
施
さ
れ
ま
す

５月１９日

市
税
な
ど
の 

納
期
内
納
付
に 

ご
協
力
く
だ
さ
い

　
５
月
３１
日
（
月
）
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

１
期
、
軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
の
納
期
限
で
す
。
最
寄

り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
（
郵
便
局
）・
コ
ン
ビ

ニ
で
納
付
さ
れ
る
か
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
お

使
い
に
な
っ
て
お
納
め
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金 

の
令
和
３
年
度
の
年
金
額 

が
改
訂
に
な
り
ま
し
た

　
元
年
１０
月
か
ら
始
ま
っ
た
年

金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
年

金
と
異
な
り
「
物
価
変
動
率
」

に
連
動
さ
れ
給
付
基
準
額
が
改

定
さ
れ
る
た
め
、
３
年
４
月
分

（
６
月
振
込
分
）
か
ら
次
の
通

り
に
な
り
ま
す
。

　
【
老
齢
年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
】５
０
３
０
円

　
【
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
】▼
１
級
＝
６
２
８
８
円
▼
２

級
＝
５
０
３
０
円

　
【
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
】５
０
３
０
円

　
※
あ
く
ま
で
基
準
額
で
あ
り
、

実
際
の
金
額
は
保
険
料
納
付
済
期

間
な
ど
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

◎
８
月
分
か
ら
の
所
得
基
準
額
の

改
定
に
つ
い
て

　
給
付
金
の
支
給
要
件
は
、
２
年

８
月
〜
３
年
７
月
分
は
平
成
３１

（
令
和
元
）
年
中
の
所
得
情
報
、

３
年
８
月
〜
４
年
７
月
分
は
令
和

２
年
中
の
所
得
情
報
で
判
定
を
行

い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
そ
の
年
の
所
得
基

準
額
に
よ
っ
て
は
給
付
金
の
該
当
、

ま
た
は
非
該
当
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
を
か
た
る
詐
欺

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働

省
が
、
電
話
で
口
座
番
号
を
聞

い
た
り
、
手
数
料
な
ど
金
銭
を

求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の

ご
請
求
で
お
困
り
の
時
は
、
お

手
元
に
請
求
書
を
ご
用
意
の
上
、

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０
・
０
５
・
１
１
６
５
（
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
）
ま
た
は
武
蔵
野
年

金
事
務
所
☎
０
４
２
２
・
５

６
・
１
４
１
１
へ
お
電
話
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
年
金
事
務
所
へ
。

「
東
久
留
米
市
国
民
保
護
計
画（
素
案
）」

「
東
久
留
米
市
国
民
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